
 

 
 

令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

 

乗用車等の排出ガス・燃費性能の評価方法を改訂します 

～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

 

 

 

 自動車の環境基準について、国際的な整合性を図り大気環境の保全等を確保するため、

我が国は国際連合の「車両等の世界的技術規則協定」に平成 11 年に加入し、現在、国際

的な技術基準である「世界技術規則」について議論を行っているところです。 

乗用車等の排出ガス・燃費試験法においては、平成 28 年 10 月に、世界技術規則第 15

号の「乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法」（以下「WLTC モード※法」という。）を

国内導入したところですが、今般、令和元年 6月の国連欧州経済委員会自動車基準調和世

界フォーラム（WP29）第 178 回会合において、WLTC モード法の改訂が採択されました。 

これを踏まえ、我が国において当該改訂後の WLTC モード法による排出ガス・燃費性能

の評価等を実施するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619 号。）及び道路運送車両の保安基準第 2 章及び第 3 章の規定の適用関係

の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）について改

正を行いました。 

※WLTC モード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行 

モード。 

 

１．改正の概要  

○ 超小型モビリティのように、最高速度が制限された電気自動車について、車両に適

した走行モードを規定 

○ シャシダイナモメータ上で試験走行を行ったときの実際の車速と目標車速との乖離

を表す指標について、より正確に走行モードに追従するよう許容幅の要件を規定 

○ その他、所要の改正 

 

２．公布・施行・適用義務化  

公布・施行 令和２年６月３０日 

適用義務化 令和３年１０月１日（新型車） 

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 178 回会合において採

択された排出ガス・燃費性能の評価方法（WLTC モード法）の改訂を我が国に取り入れるた

め、本日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を改正しました。 
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